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当社取締役会の実効性評価結果の概要について 

 

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能向上による企業価値の向上

を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果の概要

を以下の通りお知らせいたします。 
記 

 
１．評価方法 
すべての取締役および監査役に記名式の取締役会評価アンケートを実施し、項目ごとに５段階評価

を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において課

題や今後の取り組みについて協議いたしました。 
アンケートにおける大項目は、以下のとおりです。 
（１）取締役会の構成に関する質問 
（２）取締役会の運営に関する質問 
（３）取締役会の議題に関する質問 
（４）取締役会を支える体制に関する質問 
（５）人事報酬諮問委員会の運営に関する質問 
（６）株主との対話に関する質問 
 
２．前回評価における課題 
前回の取締役会評価では、取締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき課題として、

次のような意見が出ました。 
（１）内部統制およびリスク管理体制の強化 
（２）代表取締役の後継者計画についての議論の充実 
（３）経営陣幹部の選解任についての議論の充実 
（４）株主との対話の充実 
 
３．前回評価における課題への対応 
前回の取締役会評価の結果を踏まえ、以下の通り施策を行いました。 
（１）内部統制およびリスク管理体制の強化 
取締役会での内部統制およびリスク管理体制に関する報告の充実、業務監査室の体制強化を実

施いたしました。 
 



 

 

（２）代表取締役の後継者計画についての議論の充実 
人事報酬諮問委員会での協議を開始いたしました。 

（３）経営陣幹部の選解任についての議論の充実 
2022年６月、有価証券報告書で役員のスキルマトリックスを開示いたしました。 

（４）株主との対話の充実 
2022年中間期に株主アンケートを実施いたしました。 

 
４．今回の評価結果の概要および課題 
１．による評価の結果、当社取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性が確保されている

ことを確認いたしました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき課題とし

て、次のような意見が出ました。 
（１）代表取締役の後継者計画についての議論の充実 
（２）経営戦略や経営計画策定についての議論および策定 
（３）経営陣の報酬についての議論の充実 
（４）リスク管理体制の強化 
（５）株主との対話の充実 
 
５．今後の取組 
当社取締役会は、今回の評価に基づく課題に対し、実効性を高める施策を行ってまいります。 
なお、当社は、取締役会の実効性評価を今後も継続的に実施し、取締役会の実効性のさらなる向上

に努めます。 
 

以 上 


